
２．社会保障施策に要する経費

単位：千円

国・県
支出金

地方債 その他
引上げ分の
地方消費税

その他

社会福祉事業 705,707 379,849 16 42,000 283,842

高齢者福祉事業 568,395 60,737 24,338 34,000 449,320

児童福祉事業 509,904 368,940 6,000 12,625 32,000 90,339

合　　　計 1,784,006 809,526 6,000 36,979 108,000 823,501

　平成２６年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％、令和元年１０月１日より
８％から１０％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使
途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和４年度南関町一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）に係る社会
保障施策に要する経費への充当内訳を報告します。

１．市町村交付金（社会保障財源化分）　　　　　１０８，０００千円

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の社会保障経費充当内訳書

事　業　名 予　算　額
特　定　財　源 一般財源

財　　源　　内　　訳

（令和４年度当初予算分）


